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特定商取引法に基づく表示
ミライサポートワークス株式会社｜動画編集ミライサポーター

項目 内容

販売事業者 ミライサポートワークス株式会社

法人番号 7120001286710

運営責任者 代表取締役 堀田耕平

所在地 大阪市城東区鴫野西四丁目1番33号 welfare大阪京橋ビル

電話番号

受付時間 平日10:00～18:00（土日祝除く）

メールアドレス miraisupportworks@gmail.com

販売URL 未定

販売価格

サービス 販売価格

動画編集ミライサポーター 加盟金：0円
初月費用：100,000円（税別）
内訳：初期導入費50,000円（税別）＋初月月額利用料50,000円（税別）
翌月以降の月額利用料：50,000円（税別）

ミラサポ応援団・オンラインサロン 月額利用料：2,000円（税込）
動画編集ミライサポーター参画中の利用者については、参画期間中に限り月額利用料
を半額とします。

商品代金以外に必要な料金

1. 消費税

2. 銀行振込の場合の振込手数料

3. インターネット接続料金、通信料金

4. 利用者が本サービスを利用するために必要となる機材、端末、ソフトウェア、アカウント、外部サービス利用料

5. 個別対応、追加支援、オプション提供等を希望する場合の追加費用

追加費用が発生する場合は、事前に見積書、請求書、個別契約その他当社所定の方法により提示します。

支払方法

1. 銀行振込

2. クレジットカード決済

3. UTAGE決済

4. 請求書払い

5. 口座振替

6. その他当社が指定する方法

オンラインサロンについては、利用する外部プラットフォームの決済方法および利用条件に従うものとします。
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支払時期

動画編集ミライサポーター

初月費用：契約締結後7日以内

翌月以降の利用料：月末締め翌月末払い

ただし、個別契約、請求書、決済方法により別途定める場合は、その定めに従うものとします。

オンラインサロン

オンラインサロンについては、利用する外部プラットフォームの表示、決済条件、利用規約その他の定めに従うもの

とします。

サービス提供時期

契約締結および当社による入金確認後、当社所定の方法によりサービス提供を開始します。専用公式LINE、研修コン

テンツ、AIチャットボット、資料等の提供開始時期は、契約内容、利用状況、外部サービスの仕様等により異なる場

合があります。

契約期間

動画編集ミライサポーターの最低契約期間は、原則として1年間です。契約期間満了日の前月末日までに、利用者ま

たは当社から契約終了の意思表示がない場合、契約は同一条件でさらに1年間自動更新されるものとします。

解約について

利用者が解約を希望する場合、解約希望月の前月末日までに、当社所定の方法により申し出るものとします。契約期

間中の中途解約の申し出は可能ですが、別途合意がある場合を除き、最低契約期間満了までの利用料金の支払義務は

存続するものとします。

オンラインサロンの退会については、利用する外部プラットフォームの退会方法、利用規約、運営ガイドラインに従

うものとします。

クーリングオフについて

利用者は、本サービスに関する契約を締結し、かつ契約内容を記載した書面または電磁的記録を受領した日から起算

して8日以内に、当社に対し書面または電子メールその他電磁的記録により通知することで、申込みの撤回または契

約の解除を行うことができます。

クーリングオフの効力は、利用者が当社に対し通知を発信した時点で生じるものとします。

クーリングオフが行われた場合、当社は利用者に対して、損害賠償、違約金、利用料その他名目のいかんを問わず金

銭を請求しません。

クーリングオフが行われた場合、既に利用者が本サービスの一部を利用していた場合であっても、当社は利用者に対

し、当該利用部分に係る利用料等を請求しません。

クーリングオフが行われた場合、当社は受領済みの代金を速やかに利用者へ返還します。返還に要する振込手数料そ

の他費用は当社の負担とします。

なお、本項は、法令上クーリングオフが適用される場合には当該法令に従うものとし、法令上クーリングオフが当然

に適用されない契約形態の場合であっても、当社が任意に認める契約解除制度として適用するものとします。

返金・キャンセルについて

サービスの性質上、クーリングオフ期間経過後またはサービス提供開始後のキャンセル、返金は原則としてお受けし

ておりません。ただし、当社の責めに帰すべき事由によりサービス提供が著しく困難となった場合は、当社と利用者

との協議により対応します。

案件外注について

当社は、所定の研修を受講し、課題提出および当社審査を通過した利用者に対し、動画編集業務等を業務委託により

発注する場合があります。
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案件外注費は、月額50,000円を目安としますが、案件内容、制作品質、納期、修正対応、発注者都合、業務量、検収

状況その他の事情により変動します。

本サービスは、利用者の収益、工賃、案件獲得、継続発注、一般就労その他特定の成果を保証するものではありませ

ん。

動作環境

本サービスの利用には、インターネット接続環境、パソコンまたはスマートフォン、LINE、動画編集ソフト、クラウ

ドストレージ、オンライン会議ツール、外部プラットフォームその他当社が指定する環境が必要となる場合がありま

す。必要な動作環境、使用ツール、アカウント等については、契約後またはサービス提供時に当社より案内します。

表現および成果に関する注意事項

本サービスは、障害福祉事業所における動画編集スキルの習得、業務体制の構築、工賃向上に向けた仕組みづくり等

を支援するものです。本サービスは、以下を保証するものではありません。

1. 収益の発生

2. 工賃の向上

3. 案件獲得

4. 継続発注

5. 一般就労

6. 障害福祉サービスの指定

7. 監査通過

8. 行政判断

9. AI生成物の正確性、完全性、適法性

返品について

本サービスは役務提供およびデジタルコンテンツの性質を含むため、商品の返品はありません。

不良品・契約不適合について

提供資料、コンテンツ、システム等に閲覧不能、利用不能その他の不具合がある場合は、当社確認後、合理的な範囲

で修正、再提供、代替対応を行います。ただし、外部サービスの不具合、利用者側の通信環境、端末環境、操作ミス、

アカウント設定不備等に起因する場合はこの限りではありません。

申込みの有効期限

見積書、提案書、申込条件等に有効期限が記載されている場合は、その期限に従うものとします。特段の定めがない

場合、提示条件の有効期限は提示日から30日間とします。

お問い合わせ

ミライサポートワークス株式会社

法人番号：7120001286710

代表取締役 堀田耕平

所在地：大阪市城東区鴫野西四丁目1番33号 welfare大阪京橋ビル

電話番号：

メールアドレス：miraisupportworks@gmail.com

受付時間：平日10:00～18:00（土日祝除く）

制定日：2026年6月1日


